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を
見
な
い
「
13
カ
月
目
」
の
年
金
支
給
は

2
0
2
6
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
と

な
っ
て
お
り
、
労
働
組
合
を
中
心
と
す
る

中
道
左
派
連
合
は
国
民
に
よ
る
歴
史
的
勝

利
だ
と
法
案
可
決
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
年
金
財
源
の
確
保
や
持
続
可
能

性
が
不
透
明
だ
と
し
て
右
派
・
中
道
政
党
、

ス
イ
ス
の
主
要
企
業
団
体
は
猛
反
発
し
て

い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
賛
否
両
論
の
あ
る

「
13
カ
月
目
」
の
年
金
の
意
義
と
今
後
の

課
題
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

ス
イ
ス
の
年
金
制
度
と

年
金
受
給
者
の
現
状

　

ス
イ
ス
の
年
金
制
度
は
日
本
に
類
似

し
た
制
度
と
な
っ
て
お
り
、
３
階
建
て
に

な
っ
て
い
ま
す
。
１
階
部
分
は
、日
本
の
国

民
年
金
（
基
礎
年
金
）
に
当
た
る
老
齢
・
遺

族
年
金（
A
H
V
／
A
V
S
）で
す
。
ス
イ

ス
で
働
く
、
あ
る
い
は
居
住
す
る
全
て
の

成
人
に
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、

年
金
の
受
給
開
始
年
齢
は
本
人
も
遺
族

（
遺
児
、
寡
婦
、
寡
夫
）
も
男
性
65
歳
、
女
性

64
歳
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
役
世
代
が
年
金

受
給
者
を
支
え
る
賦
課
方
式
で
、
年
金
原

資
の
約
3
割
は
連
邦
税
で
賄
わ
れ
て
い
ま

す
。
２
階
部
分
は
企
業
年
金
（
B
V
G
／

L
P
P
）
で
す
。
全
て
の
従
業
員
は
労
使
の

代
表
者
が
運
営
す
る
積
立
方
式
の
年
金
基

金
に
加
入
義
務
が
あ
り
、
年
金
原
資
は
雇

用
主
と
従
業
員
が
半
分
ず
つ
負
担
し
ま
す
。

企
業
年
金
基
金
は
積
立
金
を
資
産
運
用
し
、

定
年
退
職
時
か
ら
年
金
を
受
給
で
き
ま
す
。

３
階
部
分
は
個
人
年
金
で
す
。
い
わ
ゆ
る

個
人
型
確
定
拠
出
年
金
で
、
任
意
加
入
に

よ
る
投
資
信
託
、
銀
行
貯
金
、
生
命
保
険

な
ど
で
積
立
資
金
を
運
用
し
、
老
後
に
一

時
金
ま
た
は
年
金
と
し
て
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

ス
イ
ス
の
年
金
制
度
は
他
国
に
手
本
に

さ
れ
る
ほ
ど
優
れ
た
年
金
モ
デ
ル
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
日
本
と
同
様
、
高
齢
化
社
会

の
到
来
で
老
齢
・
遺
族
年
金
や
企
業
年
金

の
財
源
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
抜
本

ス
イ
ス
に
お
け
る
年
金
改
革

〜
「
13
カ
月
目
」
の
年
金
の
意
義
と
今
後
の
課
題
〜

　

本
年
３
月
３
日
、
ス
イ
ス
で
年
金
改
革

に
関
す
る
国
民
投
票
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
改
革
法
案
の
ひ
と
つ
は
、
労
働
組
合

が
提
案
し
た
12
カ
月
分
の
年
金
に
「
13
カ

月
目
」
の
年
金
を
追
加
す
る
年
金
受
給
額

の
増
額
案
で
あ
り
、
過
半
数
以
上
の
賛
成

を
得
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
で
も
例

的
な
年
金
改
革
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
シ
ニ
ア
世
代
の
な
か
で
も
フ
ル

タ
イ
ム
で
働
い
た
期
間
が
比
較
的
短
い
年

金
受
給
者
は
収
入
を
主
に
老
齢
年
金
に
依

存
し
て
お
り
、
物
価
の
高
い
ス
イ
ス
で
の
生

活
維
持
に
加
え
、
昨
今
の
イ
ン
フ
レ
に
よ
り

生
活
苦
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
ス
イ
ス
の
年
金

生
活
者
が
経
済
的
困
窮
か
ら
逃
れ
る
た
め

に
物
価
の
安
い
国
外
に
移
住
す
る
ケ
ー
ス

も
増
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
国
外
年
金
受

給
者
へ
の
老
齢
・
遺
族
年
金
の
支
払
い
は

全
体
の
７
％
超
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

「
13
カ
月
目
」の
年
金
の
意
義
と

今
後
の
課
題

　

今
回
の
国
民
投
票
で
ス
イ
ス
労
働
組
合

連
合
（
S
G
B
／
U
S
S
）
が
提
案
し
た

12
カ
月
分
の
年
金
に
「
13
カ
月
目
」
の
年

金
を
追
加
す
る
年
金
受
給
額
の
増
額
案

「
よ
り
良
い
老
後
生
活
の
た
め
に
（
13
カ

月
目
の
年
金
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
＝
国
民
発

議
）」（
写
真
１
、２
）
は
イ
ン
フ
レ
と
物
価

写真１：労働組合UNIAの
「定年延長反対、13カ月目の年金に賛成」ポスター
写真出所：https://zuerich-schaffhausen.unia.ch/agenda/
detail/a/18269
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上
昇
に
年
金
受
給
者
が
対
応
で
き
る
よ
う

に
す
る
の
が
目
的
で
す
。
左
派
政
党
や
シ

ニ
ア
世
代
か
ら
幅
広
く
支
持
を
集
め
た
ほ

か
、
現
役
世
代
か
ら
も
多
く
の
票
数
が
集

ま
り
、
投
票
の
結
果
、
賛
成
は
58
・
2
％
、

可
決
に
必
要
州
票
の
過
半
数
も
獲
得
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
2
0
2
6
年
か
ら
ス

イ
ス
国
内
で
被
雇
用
者
が
企
業
か
ら
ボ
ー

ナ
ス
と
し
て
受
け
取
る
「
13
カ
月
目
の
月

給
」
の
よ
う
に
、
老
齢
・
遺
族
年
金
（
A
H

V
／
A
V
S
、
日
本
の
国
民
年
金
に
相
当
）

の
毎
年
12
カ
月
分
に
加
え
「
13
カ
月
目
」
の

年
金
が
追
加
支
給
さ
れ
こ
と
な
り
、
こ
れ

は
年
金
受
給
額
の
8
・
33
％
増
に
相
当
し

ま
す
。
社
会
民
主
党
（
S
P
／
P
S
）
は
今

私
は
こ
の
国
と
こ
の
国
の
民
主
主
義
を
と

て
も
誇
り
に
思
う
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い

ま
す
。
国
民
自
ら
主
役
と
な
り
自
身
の
社

会
保
障
の
方
向
性
を
決
め
て
い
く
。
い
ま

世
界
中
に
逆
風
が
吹
い
て
い
る
民
主
主
義

に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
で

は
社
会
保
障
制
度
を
含
め
、
物
価
上
昇
に

よ
る
一
般
市
民
の
生
活
苦
、
超
少
子
高
齢

化
、
社
会
経
済
の
不
安
定
化
な
ど
の
課
題

に
対
応
す
べ
き
明
確
な
方
向
性
が
見
い
だ

せ
て
い
ま
せ
ん
。
国
政
選
挙
の
投
票
率
が

50
％
を
下
回
る
勢
い
の
な
か
で
、
今
後
あ

る
べ
き
民
主
主
義
を
議
論
し
、
政
治
改
革

に
着
手
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

て
い
ま
す
。
ス
イ
ス
に
お
け
る
租
税
・
社

会
保
険
の
負
担
率
（
国
民
負
担
率
）
は
39
・

7
％
と
主
要
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
50
％
を

超
え
る
な
か
で
先
進
諸
国
と
比
べ
て
も
最

も
低
い
部
類
に
属
し
て
お
り
、
日
本
（
47
・

9
％
）
よ
り
も
低
く
抑
え
ら
れ
い
ま
す
。
そ

う
し
た
国
際
比
較
の
観
点
か
ら
年
金
の
追

加
財
源
は
確
保
で
き
る
と
の
分
析
も
あ
り

ま
す
。

　

今
回
の
国
民
投
票
で
「
13
カ
月
目
」
の

年
金
が
支
持
さ
れ
、
年
金
受
給
開
始
年
齢

（
定
年
）
の
引
き
上
げ
が
反
対
さ
れ
た
背
景

に
は
、
高
齢
者
の
雇
用
政
策
の
欠
如
も
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ス
イ
ス
の
専

門
家
や
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
は
、
高
齢
者
の
採

用
差
別
が
労
働
市
場
に
ま
ん
延
し
、
教
育
・

訓
練
面
で
も
高
齢
者
は
不
利
な
立
場
に
あ

る
と
し
て
お
り
、
高
齢
者
の
雇
用
政
策
が

整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
次
回
の
国
民
投
票
で

も
年
金
受
給
開
始
年
齢
（
定
年
）
の
引
き

上
げ
案
は
失
敗
に
終
わ
る
と
指
摘
し
て
い

ま
す
。

社
会
保
障
制
度
は

誰
の
た
め
の
も
の
か

　
「
13
カ
月
目
」
の
年
金
を
提
案
し
た
ス
イ

ス
労
働
組
合
連
合
（
S
G
B
／
U
S
S
）

の
ピ
エ
ー
ル
・
イ
ヴ
・
マ
イ
ヤ
ー
ル
会
長
は
、

投
票
結
果
を
受
け
て
、「
長
年
働
い
て
き
た

全
て
の
人
へ
の
素
晴
ら
し
い
知
ら
せ
だ
。

ス
イ
ス
で
は
国
民
が
力
を
持
つ
。
そ
し
て
、

回
の
投
票
結
果
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て

格
差
解
消
の
「
重
大
な
分
岐
点
」
と
評
価

し
て
お
り
、
老
後
安
泰
な
富
裕
層
だ
け
で

な
く
、
普
通
の
人
々
が
普
通
に
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
た
め
の
重
要
な
政
策
だ
と
言
及

し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
年
金
受
給
額
の
増
額
は
右
派
・

中
道
政
党
、
ス
イ
ス
の
主
要
企
業
団
体
が

財
政
的
に
不
健
全
だ
と
し
て
激
し
く
反
発

し
た
ほ
か
、
ス
イ
ス
連
邦
政
府
と
議
会
も

反
対
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
国
民
投
票

で
は
、
右
派
の
急
進
民
主
党
青
年
部
が
公

的
年
金
制
度
の
財
政
確
保
を
目
的
と
し
、

年
金
受
給
開
始
年
齢
（
定
年
）
を
66
歳
に

引
き
上
げ
る
案
「
安
全
で
永
続
的
な
老
後

保
障
の
た
め
に
」
も
投
票
に
か
け
ら
れ
ま

し
た
。
今
後
10
年
間
で
定
年
を
65
歳
か
ら

66
歳
に
段
階
的
に
引
き
上
げ
、
そ
の
後
は

平
均
寿
命
に
連
動
さ
せ
る
と
い
う
案
で
し

た
が
、
反
対
74
・
7
％
、
全
て
の
州
も
同
案

に
反
対
し
た
た
め
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
可

決
さ
れ
て
い
れ
ば
2
0
3
0
年
ま
で
に
約

20
億
フ
ラ
ン
が
節
約
で
き
、
少
な
く
と
も

2
0
3
3
年
ま
で
の
年
金
財
源
を
確
保
で

き
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
13
カ
月
目
」

の
年
金
に
は
約
40
億
フ
ラ
ン
の
財
源
確
保

が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
現
役
世
代
（
被

雇
用
者
）
の
保
険
料
負
担
を
増
や
す
か
、
付

加
価
値
税
（
V
A
T
）
を
増
や
す
か
、
あ
る

い
は
連
邦
政
府
財
政
割
合
を
変
更
す
る
の

か
な
ど
、
す
で
に
真
剣
な
議
論
が
始
ま
っ

写真２：労働組合UNIAによる「13カ月目の年金」キャンペーンの様子
写真出所：https://unia.ch/de/aktuell/aktuell/artikel/a/19605
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ま
つ
ざ
き
・
か
ん

１
９
９
８
年
金
属
労
協
に
入
局
。
国
際
局
、
政
策

局
で
主
任
と
し
て
産
業
政
策
、
環
境
政
策
の
立
案

を
は
じ
め
海
外
労
使
紛
争
防
止
ツ
ー
ル
の
作
成

な
ど
に
活
躍
。
２
０
１
０
年
９
月
１
日
か
ら
Ｉ

Ｍ
Ｆ
本
部
（
現
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
オ
ー
ル
）
に
赴
任
。

造
船
・
船
舶
解
撤
／
I
C
T

・

電
機
・
電
子
部

門
担
当
部
長
を
経
て
、
２
０
２
１
年
９
月
か
ら

書
記
次
長
。


